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２．報告事項  

（３）立地適正化計画について 

 

立地適正化計画とは 

・立地適正化計画は、人口減少や高齢化社会の中でも持続可能なまちづくりを目的に

都市全体を見渡しながら居住機能や医療・福祉・商業・公共交通等のさまざまな都市

機能を誘導し、コンパクトなまちづくりを推進するための計画です。 

 

① 計画の必要性について 

背景として、本市の23年後の2040年の人口が現在人口約43,000人から約32,000

人（▲11,000）に減少すると予測されており、また、高齢化率も現在の約 33％から

約 41％にまで上昇する等、今後、人口減少や高齢化が加速度的に進むことが見込ま

れます。こうした中、市街地が拡散し住居が低密度化すれば、行政サービスや商業

施設、バス等の生活に必要なサービスを維持していくことが困難になりかねない状

況にあります。 

このため、人口減少等に対応したまちづくりを必要と考えており、今後は「公共

施設・商業施設・公共交通等の集約・再編による利便性や公共投資の効率性向上」、

「低人口密度地域や各生活拠点地域から中心拠点までのアクセス向上による生活

利便性の向上」等を軸に効率的かつ持続可能なまちづくりを目指していきたいと考

えております。 

そのことから、本市では、平成 30 年度より立地適正化計画策定に着手し、概ね 2

箇年で計画を取り纏めることとしています。 

 

② 県内市町の取り組み状況 

富山市：計画を作成し、公表済み（都市機能誘導区域、居住誘導区域） 

高岡市：計画の作成に向けた取り組みを実施中 

氷見市：計画の作成に向けた取り組みを実施中 

黒部市：計画の作成に向けた取り組みを実施中 

小矢部市：計画を作成し、公表済み（都市機能誘導区域、居住誘導区域） 

入善町：計画を作成し、公表済み（都市機能誘導区域、居住誘導区域） 

 

以下、改正都市再生特別措置法資料抜粋 

資料３ 








